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(１)障害児相談支援と障害児支援利用計画     
 

①  障害児相談支援とは 
障害児相談支援とは、障害児支援利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と

認められる場合に、障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の解決や適切なサ

ービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 

 

障害児相談支援は、「障害児支援利用援助（Ｐ．５の①１参照）」と「継続障害児支援利

用援助（Ｐ．５の①２参照）」からなります。 

「障害児支援利用援助」が、計画相談支援の「サービス利用支援」(利用計画の作成)に相

当します。 

「継続障害児支援利用援助」が、計画相談支援の「継続サービス利用支援」(モニタリン

グ)に相当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  障害児支援利用計画とは 
障害児支援利用計画とは、障害児の心身の状況、置かれている環境やニーズを把握し

て、福祉、保健、医療、教育、住宅等の総合的な視点から、支援方針や解決すべき課題を

踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせについて検討した総合的な支援計画のことで

す。また、障害児支援利用計画は、市が障害児通所支援の支給決定を行う際に必要な資料

となりますので、支給決定を受けるすべての利用者に障害児支援利用計画の作成が必要と

なります。 

 

【障害児支援利用計画の活用】 

 ○ 市町村が障害児通所支援の支給決定を行う際の参考資料の一つ 

 ○ チーム支援における共通の指標 

 ○ 各サービス提供事業者の個別支援計画の基礎 

 

 

Ⅰ はじめに 

障害児相談支援 

継続障害児支援利用援助 

(モニタリング) 

障害児支援利用援助 

(利用計画の作成) 
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 (２)申請手続きについて            
 

①  障害児相談支援の手続きの流れ 
 

例）新規の障害児通所給付費に係る支給決定の場合 

 

 

 

 

           

  必要書類等の案内(障害

児支援利用計画を含む) 

障害児支援利用計画案の作

成依頼（指定障害児相談支援

事業所は利用者が選択） 

障害児支援利用計画案等の提出 

支給決定通知・通所受給者証

の作成 

支給決定通知・通所受給者証

を受理 

障害児支援利用計画の作成・提出 

モニタリングの実施 

障害児支援利用計画の見直し 

指定障害児 

相談支援事業所 
保護者 

船橋市 

療育支援課 

 

利用の意向 

障害児支援利用計画案の

作成 

支給決定案の作成 

障害児支援利用計画案を受理 

サービスの利用開始 
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② 提出書類 

 障害児相談支援の利用に伴う提出書類は以下のとおりとなります。新規・継続等にかか

わらず、すべての申請時に障害児支援利用計画案の提出が必要となります。 

 

○ 新規で障害児相談支援を利用する（→障害児通所支援が新規利用かどうかで分類） 

新規① 障害児通所支援を新規利用する者が、同時に障害児相談支援を新規利用する場合 

新規② すでに障害児通所支援を利用している者が、障害児相談支援を新規利用する場合 

 

○ すでに障害児相談支援を利用している（→障害児通所支援の申請内容により分類） 

追加 
障害児通所支援を追加で利用する場合 

（例）児童発達支援を利用していた者が、保育所等訪問支援を追加で利用する場合 等 

変更 
障害児通所支援の支給量等の内容や、障害児相談支援の記載内容等を変更する場合 

（例）児童発達支援の月の支給量を月１０日から月１５日に変更する 等 

継続 
障害児通所支援と障害児相談支援の支給期間が満了にあたり、障害児通所支援と障害

児相談支援を継続利用する場合 

  

上記のグループ毎に、ご提出いただく書類は以下のとおりとなります。 

 新規 

① 

新規 

② 

追

加 

変

更 

障害児相談

支援事業所

の変更 

サー

ビス 

継続 

通所受給者証  △ △ △ △  

児童発達支援等通所給付費支給申請書（第１号様式） △  △   △ 

障害児通所給付費等支給等決定変更申請書（第６号様式）    △   

収入等申告書兼同意書(児童) △     △ 

障害児相談支援給付費申請書（第１４号様式） △ △    △ 

障害児相談支援依頼（変更）届出書（第１７号様式） △ △   △ △ 

障害児支援利用計画案等受付票（市指定の書式） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

障害児支援利用計画案(1).(2)/週間ケア計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

モニタリング報告書（直近のもの）   ○ ○  ○ 

 

※「支給量の変更」の場合は、変更する前月までに申請をしてください。 

※「△」は保護者が作成・提出する書類になります。（新規①を除き、保護者が作成した書類を相談員が提出

のみすることもできます。） 

 

 

 

 

 

(※) 
(※) 

 

提出書類の様式(上記の表中第 14号様式以下のもの)については、船橋市ホ

ームページよりダウンロードできます。 

また、記入例はＰ.２５～Ｐ.３４に掲載していますのでご参照ください。 
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③ 提出方法 
１．窓口での受付 

必要書類を船橋市役所療育支援課までお持ちください。その後、受付の確認とし

て、収受印を押した障害児支援利用計画案等受付票のコピーをお受け取りください。 

受付票のコピーは、後日確認のため必要になる場合もございますので、大切に保管

してください。 

２．郵送での受付 

   必要書類を下記宛先まで郵送してください。 

 ⚠受給者証を郵送する場合、普通郵便ではなく、特定記録等の追跡可能なものでお送り 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〒２７３－８５０１  千葉県船橋市湊町２－１０－２５ 

船橋市役所 療育支援課  

※「障害児支援利用計画案在中」と記入してください。 
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(１)基本事項                 
 

① 障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助 
 

１．障害児支援利用援助とは 

サービスの内容（児童福祉法第６条の２の２第７項） 

障害児支援利用援助とは、以下の支援のいずれも行うものをいいます。 

 

ア 障害児支援利用計画案の作成 

通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれてい

る環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情

を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容等を記載した「障害児支援利用計画

案」を作成する。 

 

【障害児支援利用計画案の記入事項】(P.31の記入例をご覧ください) 

  １．障害児及びその家族の生活に対する意向 

  ２．障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題 

  ３．提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期  

 ４．障害児通所支援の種類、内容、量及び日時 

  ５．障害児通所支援を提供する上での留意事項 

※ 指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する場合の障害児支援利用計画案の記

入事項についても、上記に準ずることとします。 

 

イ 障害児支援利用計画の作成 

通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定後に、指定障害児通所支援事業

者、指定障害児相談支援事業者との連絡調整等の便宜を供与するとともに、通所給付

決定に係る障害児通所支援の種類及び内容、担当者等を記載した「障害児支援利用計

画」を作成する。 

 

 【障害児支援利用計画の記入事項】 

  障害児支援利用計画案の内容に加え、以下の事項を追加してください。 

  ・障害児通所支援の担当者 

 

２．継続障害児支援利用援助とは 

サービスの内容（児童福祉法第６条の２の２第８項） 

  継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に

おいて、当該者に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定

める期間ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定

に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害

Ⅱ 制度概要 
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児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを

行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいいます。 

ア 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等の便宜を供与。 

イ 新たな通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定が必要と認められる場合に

おいて、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧

奨を行うこと。 
 

障害児支援利用援助早見表 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名称 
 

障害児支援利用援助 継続障害児支援利用援助 

サービス内容 

 

① 生活全般の相談 

② アセスメント 

③ 障害児通所支援利用に関する情報提供 

④ 障害児支援利用計画案及び計画作成 

⑤ 障害児支援利用計画作成のための個別 

支援会議の開催 

⑥ サービス事業者との連絡・調整 
 

 

① 生活全般の相談 

② モニタリング 

③ アセスメント 

④ サービスの継続利用手続きの支援 

⑤ 障害児支援利用計画変更のための個別

支援会議の開催等 

⑥ サービス事業者との連絡・調整 
 

対象者 

 

通所給付決定の申請若しくは変更の申請

に係る障害児の保護者 

 

指定障害児相談支援事業者が提供した障

害児支援利用援助により障害児支援利用計

画が作成された通所給付決定保護者 
 

対象サービス 

 

【児童発達支援】 

【放課後等デイサービス】 

【居宅訪問型児童発達支援】 

【保育所等訪問支援】 

 
 

※上記のサービスに併せて、障害福祉サービス【介護給付・訓練等給付・地域相談支

援給付】を利用する場合は障害児相談支援の対象です。 
 

実施時期 
 

 
 

 

Ｐ．９「（３）モニタリング期間」参照 

利用者負担等 
 

なし 
 

利用者負担 

以外に必要と 

なる経費 

 

なし 
 

（※面談に係る交通費等は、事業所との契約によります。） 
 

他制度との 

併給の有無 

 

あり  詳細はＰ．１２をご参照ください。 
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② 事業者の役割 
 指定障害児相談支援事業者と指定障害児通所支援事業者の関係は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 依頼～アセスメント 

指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援の「依頼」を受けた場合は、障害児の

心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児の希

望する生活や障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決す

べき課題等を把握するための「アセスメント」を行います。アセスメントは、必ず利

用者の居宅を訪問し障害児及びその家族に面接して基礎調査資料に定められている全

ての項目の聞き取りのほか、支援に必要な情報を確認することを目的としています。 

 

サービスの提供 

相談支援事業者 障害児通所支援事業者 

アセスメント 

障害児支援利用計画案 

支給決定(船橋市) 

サービス担当者会議 

アセスメント 

個別支援計画の原案作成 

個別支援会議 

個別支援計画 

継続障害児支援利用援助 

(モニタリング) 
モニタリング 

サービス担当者会議 

障害児支援利用計画の変更 個別支援計画の変更 

障害児支援利用計画 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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❷ 計画案の作成～支給決定 

アセスメントでの聞き取りやサービス事業者との調整を踏まえた障害児支援利用計

画案を作成し、本人の同意の下、市に提出します。 

必要書類の提出後、市は、提出された障害児支援利用計画案等を勘案し、支給決定

を行います。 

 

❸ サービス担当者会議 

支給決定後、指定障害児相談支援事業者は、指定障害児通所支援事業者等その他の

者との連絡調整等を行い、サービス担当者会議の開催等により、当該障害児支援利用

計画案の内容について説明を行い、担当者からの専門的な見地からの意見を求めなけ

ればなりません。 

※サービス担当者会議…P.37 4-1 参照 

 

❹ 障害児支援利用計画 

   指定障害児相談支援事業者は、サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画

案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書による同意を得た後

に、障害児支援利用計画を作成します。障害児支援利用計画を作成した際には、遅滞

なく保護者及び指定障害児通所支援事業者に交付しなければなりません。また、指定

障害児相談支援事業者は、障害児支援利用計画を 5年間保存してください。 

   障害児支援利用計画案と障害児支援利用計画で変更点がある場合、市役所にも障害

児支援利用計画を提出してください。 

   ⚠障害児支援利用計画が、障害児支援利用計画案と変更がなければ、市役所へ提出

する必要はありません。 

   

 ❺ サービス利用開始～モニタリング 

障害児支援利用計画に基づき、利用者が希望する障害児通所支援の提供を受け始め

た後、障害児支援利用計画の実施状況の把握のため、利用者の居宅を訪問し面接を行

い、障害児支援利用計画の見直しを行う等、継続的な支援を行う必要があります。ま

た面接を実施した際は、その記録を取る必要があります。(記録は 5 年間保存) 

 

③ 障害児支援利用計画と個別支援計画 

 １．個別支援計画とは 

個別支援計画とは、障害児支援利用計画を踏まえて、通所支援事業所が提供するサ

ービスの中で何を目指していくのかをプランニングするものです。 

障害児支援利用計画とは、P.1のとおり、生活環境や支援ニーズ、本人や家族の希望

を踏まえた上で、障害児通所支援等を取り込んだ生活全体のプランニングのことで

す。 

  

※誤った計画の作成例 

個別支援計画 
事業所の利用する曜日や時間だけが記入されたスケジュールのよ

うなもの 

障害児支援利用計画 
生活環境等のアセスメントがなく、障害児通所支援の利用計画の

みが記入されている 
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２．障害児支援利用計画と個別支援計画の連動 

障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成される障害児支援利用計画を踏

まえて、それぞれの事業所において、個別支援計画の中で具体的に提供する支援を明

確化します。つまり、２つの計画が上手く連動するためには、障害児支援利用計画の

中で「将来に向けた計画」「障害児通所支援の役割」等が明確に記入されていることが

必要となります。 

令和 6年 4月の障害児通所支援の基準の改正により、障害児通所支援事業所の児童

発達支援管理責任者は、個別支援計画を保護者に加え、当該保護者が利用する指定障

害児相談支援事業所にも交付することとされています。 

 

 

(２)障害児相談支援の支給期間          
 

障害児相談支援給付費の支給期間（月単位）については、以下のとおりとします。 

 

１．支給期間の開始月 

障害児相談支援給付費の支給期間は、障害児相談支援対象者が利用する障害児通所

支援の支給決定の有効期間の始期月以降の範囲内で設定することとしています。 

 

 【既に障害児相談支援給付費の対象となっている者】 

  更新前の支給期間の終期月の翌月 

 

２．支給期間の終期月 

障害児相談支援給付費の支給期間は、障害児相談支援対象者が利用する障害児通所

支援の支給決定の有効期間のうち、最長の有効期間の終期月までの範囲内で設定する

こととしています。 

 

３．１８歳到達者の特例 

放課後等デイサービスを受けている障害児については１８歳に達する月まで利用で

きるが、学校教育法第１条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く）又は専修学

校等に就学している時に限り、２０歳に達する日の前日まで特例として利用すること

ができる。その場合、障害児相談支援も同様に利用できるが、申請者は保護者ではな

く利用者本人として申請する必要がある。 
 

 

(３)モニタリング期間               
  

① モニタリング期間の設定 
 モニタリング期間については、市町村が、指定障害児相談支援事業者の提案を踏まえ

て、以下の勘案事項及び期間を勘案して、個別の対象者ごとに定めます。 

 

ア 勘案事項 

  １．障害児の心身の状況 
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  ２．障害児の置かれている環境 

  住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環境の変化、

ライフステージ（乳幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等）の変

化の有無等 

  ３．総合的な援助の方針（援助の全体目標） 

  ４．生活全般の解決すべき課題 

  ５．提供される障害児通所支援の目標及び達成時期 

  ６．提供される障害児通所支援の種類、内容及び量（希望日数） 

  ７．障害児通所支援を提供する上での留意事項 

 

 

 

イ 標準的なモニタリング期間 
 

対象者 
 

モニタリング期間 

支給決定又は支給決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量（希望

日数）に著しく変動があった方。 

 

１月（毎月）毎 
 

※ただし、利用開始から 

３カ月間に限る。 

 

 

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等

訪問支援を利用する方で、次のいずれかに該当する場合。 
 

○ 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行う必

要がある方 

○ 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業所

等との連絡調整を行うことが困難な方 

なお、モニタリング期間を１月毎にする場合は、市で上記の状況に該当して

いることの確認をするため、計画案の備考欄または別紙に、上記の状況に該

当しており１月毎のモニタリングを設定する必要がある旨を記載してくださ

い。 
 

１月（毎月）毎 

 

上記以外の者 
 

６月毎 

 

ウ 留意事項 

当該期間は「標準」であるため、当該標準を踏まえつつ、対象者の状況(下記参照)

に応じて「２・３月毎」とする等、柔軟に設定することが可能です。 

 

○ 利用する指定障害児通所支援事業所の頻繁な変更やそのおそれのある障害児 

  〇 障害児通所支援等を安定的に利用することに課題のある障害児 

〇  医療的ケア児など障害児通所支援事業者等と医療機関等との多機関連携が必要な障    

害児 

  〇  複数の障害児通所支援事業所を利用している障害児 

  〇 家族や地域住民等との関係が不安定な世帯の障害児 

〇 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある障害児 

〇 就学前の児童の状態や支援方法に関して、保護者の不安の軽減・解消を図る必要の 

ある障害児 

  〇  進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児や、複数の事業所 
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を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡調整が頻回に必要な障害児    

    なお、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、  

モニタリング期間の設定に当たっては特に留意して検討してください。 

 

 〇 複合的な課題を抱えた世帯の障害児 

 〇 医療的ケア児 

 〇 強度行動障害を有する児 

 〇 被虐待児又はその恐れのある障害児（保護者の障害理解の不足、介護疲れが見られ 

る、保護者自身が支援を要する、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変等） 

 

② モニタリング期間の変更等 

 モニタリング期間・指定障害児相談支援事業者の変更 

指定障害児相談支援事業者がモニタリングを行った結果、モニタリング期間を変更

する場合や、指定障害児相談支援事業者の変更を行う場合は、市へ以下の書類を提出

してください。 

 

〇 通所受給者証 

○ 障害児支援利用計画案等受付票 

   ○ 障害児相談支援依頼（変更）届出書（第１７号様式） 

   ○ 障害児支援利用計画案（モニタリング期間を新たに設定したもの） 

○ モニタリング報告書 ※指定障害児相談支援事業者の変更時は不要 

 

 

③ 相談支援専門員が指定障害児通所支援事業所等職員と兼務する場合のモ

ニタリング制限 

 相談支援専門員が担当する障害児等が利用する指定障害児通所支援事業所等の職員と兼

務する場合については、指定障害児通所支援事業所等との中立性の確保や、指定障害児通

所支援事業者等と異なる視点での検討が欠如しかねないことから、以下のやむを得ない場

合を除き、当該者が指定障害児通所支援事業所等の業務と兼務しない相談支援専門員が継

続障害児支援利用援助を実施することを基本とします。 

また、支給決定の更新又は支給決定の変更に係る障害児支援利用援助についても、当該

者が利用する指定障害児通所支援事業所等と兼務しない相談支援専門員が実施することを

基本とします。 

 

（やむを得ない場合の例） 

○ 身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合 

○ 支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった方のうち、

当該支給決定等から概ね３カ月以内の場合（障害児支援利用援助とその直後の継続

障害児支援利用援助は一体的な業務であること、また、指定障害児相談支援事業者

の変更に当たっては利用者が別の事業者と契約を締結し直すことが必要となるた

め、一定期間を猶予。） 

○ その他市町村がやむを得ないと認める場合 
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(４)他制度との関係              
 

 障害者総合支援法における障害福祉サービスとの関係 

 １８歳未満の障害児が児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用する場合には、児童福

祉法に基づく障害児相談支援の対象者となります。 

 障害児相談支援の利用者が居宅介護等利用者で、計画相談支援の対象者となる場合、支

援自体は一体的に実施することとなりますが、報酬については障害児相談支援分のみ請求

してください。 

 

【併給障害児の取り扱いについて】 

併給障害児とは、障害者総合支援法の障害福祉サービス（短期入所・居宅介護・行

動援護・同行援護等）と児童福祉法の障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイ

サービス等）を併せて受給している障害児のことです。 

 

（基本的な考え方） 

併給障害児のサービス等利用計画案については、療育支援課に障害児支援利用計画

案の原本を、障害福祉課に写しをそれぞれ提出してください。 

例えば、対象者が障害福祉サービスを利用しており、その後、障害児通所支援を利

用することとなった併給障害児の場合、併給月から障害児相談支援として請求するこ

ととなります。 

 

（例外） 

併給障害児の障害児通所支援の受給者証がセルフプラン対象者となっている場合に

は、例外的に併給障害児でも障害者の計画相談支援での請求を行うことができます。 

その際は、障害福祉サービス受給者証に計画相談支援の決定情報が記載されており

ますので、対象者の障害児通所支援の受給者証（緑色または黄色）Ｐ５～６と障害福

祉サービス受給者証（水色）Ｐ５～６を相互にご確認ください。 

 

  （注意事項） 

○ 事業所が変更になった場合には、事業所間で情報の引き継ぎをお願いします。 

○ 上記併給障害児の取り扱いをご確認いただき、提出先を間違えないようにして

ください。 

  なお、障害児が障害福祉サービスで居宅介護を利用しており、そのサービスの

支給量の変更が生じた際などはスムーズな受給者証の交付のため、障害福祉課に

障害児サービス等利用計画の写しをご提出ください。 

〇 障害児の指定を受けていない事業所のうち、今後、障害児支援利用計画が作成

可能な事業所は、指定を受けることにより、障害福祉サービスを利用している対
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象者が児童福祉法のサービスを利用する際に相談支援事業所の変更が不要とな

り、利用者の負担軽減につながりますので、可能な限りご協力をお願いいたしま

す。 

○ 障害福祉サービスのみを利用する障害児のサービス等利用計画案は障害福祉課

へ提出となります。 

 

 

(５)留意事項                 
 

上限額管理事務 

 
１．利用者負担上限月額とは 

障害児通所支援に係る利用者負担は、利用者の負担軽減を図る観点から支給決定保

護者等の所得等の状況に応じて負担上限月額を設けております。 

 

 ２．上限額管理事務とは 

利用者において、複数の事業所を利用しており、かつ、設定された一月あたりの負

担上限月額を超過することが予測される方については、特定の事業所が利用者負担上

限月額管理事業所となって、支給決定保護者の利用者負担額の上限額管理事務を行う

ものとします。 

 

 ３．障害児相談支援事業者による上限額管理事務 

障害児相談支援給付費支給対象者のうち、継続障害児支援利用援助におけるモニタ

リング期間が「毎月ごと」である方においては、指定障害児相談支援事業者が上限額

管理を行うものとします。 

   なお、当該者以外のものについては、指定障害児相談支援事業者は上限額管理を行

わないこととします。 
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(１)請求事務                  
 

 障害児相談支援給付費の支給には、以下の要件を満たす必要があります。 

  ○ 市が障害児通所支援の支給決定をしている 

  ○ 指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援の提供を受けた 

  

【支給要件】 

報酬区分 支給要件 

障害児支援

利用援助 

利用計画案作成依頼 

利用計画案作成契約 
障害児支援利用計画案の利用者等への説明並びに文書に

よる同意 

利用計画案作成 
障害児支援利用計画案及びサービス等利用計画の利用者

等及び担当者への交付 

利用計画案届出 障害児支援利用計画案を市に提出 

サービス担当者会議

の開催 

サービス担当者会議の開催等による担当者への説明及び

専門的な意見の聴取 

利用計画作成 

継続 

障害児支援

利用援助 

モニタリング 

利用者の居宅への訪問による利用者等への面接等 

障害児支援利用計画の変更についての障害児支援利用援

助に準じた手続きの実施 

 

 

(２)報酬※単位数は令和６年度当初のもの            
 

 

 指定障害児相談支援事業者は、障害児支援利用援助等を行った場合、以下の単位を請求

することができます。 

 
 

支給要件 
 

単位数 

障害児支援利用援助 

 

アセスメントか

ら障害児支援利用

計画案の作成、サ

ービス利用に向け

た調整及び障害児

支援利用計画の作

成を行った場合 
 

機能強化型障害児支援利用援助費(I) 

２，２０１単位 

機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ) 

２，１０１単位 

機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ) 

２，０１６単位 

機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ) 

１，８６６単位 

障害児支援利用援助費(I) 

１，７６６単位 

Ⅲ 請求事務と報酬 
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障害児支援利用援助費(Ⅱ) 

８１５単位 

継続障害児支援利用援助 

 

受給者証に記載

されているモニタ

リング実施月にモ

ニタリングを実施

した場合 
 

機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 

１，８９６単位 

機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 

１，７９６単位 

機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ) 

１，６９９単位 

機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ) 

１，５４８単位 

継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 

１，４４８単位 

継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 

６６２単位 

 

※機能強化型…相談支援専門員の配置等について手厚い体制を整えている場合に、体制に

応じて算定します。 

※取扱件数…1 月の当該指定障害児相談支援事業所全体の障害児相談支援対象保護者の数

の前 6月の平均値を、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員の員

数の前 6月の平均値で除して得た数 

※（継続）障害児支援利用援助費(Ⅰ)…取扱件数が 40未満である場合、40未満の部分に

ついて、相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定します。 

※（継続）障害児支援利用援助費(Ⅱ)…取扱件数が 40以上である場合において、当該取扱

件数から 39を減じた数に、相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算

定します。 

 

【報酬算定の例】 ※下記表はサービスの提供月で表記 

  サ……障害児支援利用援助（計画作成） 1,766 単位 

  継……継続障害児支援利用援助（モニタリング） 1,448単位 

 

例１）新規で支給決定した場合（支給期間：４月～３月までの１年間のとき） 
モニタリング期間 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

2 月毎 サ  継  継  継  継  継 サ 

3 月毎 サ   継   継   継  サ 

6 月毎 サ      継     サ 

当初 3 月毎月及び 6 月毎 サ 継 継 継   継     サ 

※ 新規の支給決定で障害児支援利用援助費を請求する場合、提供月は、通所給付の支給開

始月と同一にしてください。 

 
例２）更新で支給決定した場合（支給期間：４月～３月までの１年間のとき） 
 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

2 月毎 サ  継  継  継  継  継  サ 

3 月毎 サ   継   継   継   サ 

6 月毎 サ      継      サ 

当初 3 月毎月及び

6 月毎 
サ 継 継 継   継      サ 
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◎請求に関しての注意事項 

障害児相談支援費の算定について 

☆同一の月に継続障害児支援利用援助と障害児支援利用援助を行う場合 

障害児相談支援費については、障害児通所支援の支給決定の有効期間の終期月等において、継

続障害児支援利用援助を行った結果、支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の月に当該申請

に係る障害児支援利用援助を行った場合には、障害児支援利用計画作成の一連の支援であるこ

とから、継続障害児支援利用援助費は算定せず、障害児支援利用援助費のみ算定するものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

後述のＱ&Ａも併せて確認し、請求に誤りが出ないように注意してください。 

 

 

(３)加算・減算※単位数は令和 6年度当初のもの         
  
１．特別地域加算  本体報酬＋１５／１００ 

  支給決定対象者が、別にこども家庭庁長官が定める地域に居住する場合、１回につき

所定単位数の１５％に相当する単位数を本体報酬に加算することができます。 

 

２．遠隔地訪問加算 ３００単位／回 

特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距

離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、以下の加算を算定する場合

に、これらの加算の算定回数に応じて加算することができます。 

・初回加算（契約日から３月を経過する日以降に、月２回以上、利用者の居宅等を訪問

して面接した場合に限る。当該面接をした月数に応じて加算する。） 

・入院時情報連携加算（病院等への訪問による情報提供に限る。） 

・退院・退所加算 

・居宅介護支援事業所等連携加算（利用者の居宅等への訪問により面接する場合に限

る。） 

・保育・教育等移行支援加算（利用者の居宅等への訪問により面接する場合に限る。） 

・医療・保育教育機関等連携加算（福祉サービス等提供機関への訪問により情報提供を

受ける場合、利用者が病院等に通院するに当たり、病院等への訪問により情報提供す

る場合に限る。） 

・集中支援加算（利用者の居宅等への訪問により面接する場合、利用者が病院等に通院 

するに当たり、病院等への訪問により情報提供する場合に限る。） 

留意事項 

支給決定の最終月にモニタリングと支援利用援助を行い、請求は支援利用援助分

（１，７６６単位）のみを行うことが原則となります。 
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３．利用者負担上限額管理加算  １５０単位／月 

モニタリング期間が毎月の利用者に対して、上限額管理を行った場合に加算すること

ができます。 

 

４．初回加算  ５００単位／月 

以下の場合、加算することができます。 

（１）新規に障害児支援利用計画を作成する場合 

   なお、指定障害児相談支援を利用せずに障害児通所支援を利用している障害児相

談対象保護者について障害児支援利用計画を作成する場合についても含まれる。 

（２）前６月間において、障害児通所支援・障害福祉サービスを利用していない場合 

（３）指定障害児相談支援に係る契約をした日から障害児支援利用計画案を交付した日

までの期間が３月を超える場合であって、３月が経過する日以後に月２回以上、障

害児等に面接した場合 

なお、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に 1回は障害

児の居宅を訪問し、面接することを要するものである。この場合においても、障害児

等に対して面接方法を確認すると共に、居宅を訪問して面接することを希望する場合

は、居宅を訪問して面接するよう努めること。 

（３）の要件を満たす場合については、その月分の初回加算に相当する額を加えた単

位（所定単位数に当該面接を行った月の数（３を限度とする。）を乗じて得た単位

数）を加算するものです。 

ただし、初回加算の算定月から前６月間において保育・教育等移行支援加算を算定

している場合は、初回加算を算定することができません。 

 

５．主任相談支援専門員配置加算  

イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)  ３００単位／月  

基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設されてい

る又は地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として市長が認める指定特定相談支

援事業所であって、主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談

支援専門員が、 当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従業者に対し、そ

の資質の向上のため指導・助言を実施している場合に算定できます。 

ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)  １００単位／月 

   主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、当該事

業所の従業者又はその他の相談支援事業所の従業者に対し、その資質の向上のために

研修を実施した場合に算定できます。 
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６．入院時情報連携加算  

  イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) ３００単位／月 

   医療法(昭和 23年法律第 205号)第 1条の 5第 1項に規定する病院又は同条第 2項に

規定する診療所(以下「病院等」という。)を訪問し、当該病院等の職員に対して当該

利用者に係る必要な情報を提供していること。 

  ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) １５０単位／月 

   イ以外の方法により、当該病院等の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提

供していること。 

 

７．退院・退所加算 ３００単位／月 

  病院若しくは診療所又は児童福祉施設等へ入院、入所等をしていた障害児が退院、退

所し、障害児通所支援を利用する場合において、当該障害児の退院、退所に当たって、

当該施設の職員と面談を行い、当該障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を得

た上で、障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行い、当

該障害児の保護者が障害児通所支援の支給決定を受けた場合に加算するものです。ただ

し、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定できません。 

 

８．保育・教育等移行支援加算 

  新たに就学・進学・雇用される障害児について、就学等をする先への引継に一定期間

を要する者に対し、次の①～③のいずれかの業務を行った場合に算定することができま

す。 

 （１）関係機関に対して障害児に関する必要な情報を提供し、関係機関における障害児

の支援内容の検討に協力する場合 １５０単位／月 

 （２）障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用されるにあたり、月２

回以上、障害児等に面接する場合 ３００単位／月 

    （テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に 1回は障害児

の居宅を訪問し、面接することを要する。） 

 （３）障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、関係機関による

支援を受けるにあたり、関係者が開催する会議に参加する場合 ３００単位／月 

 

９．医療・保育・教育機関等連携加算 

（１）指定基準第２条第３項に規定する福祉サービス等（障害児通所支援及び障害福祉

サービスを除く）を提供する機関の職員等と面談又は会議を行い、障害児及びその

家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定障害児支援利用援助又は指定継

続障害児支援利用援助を行った場合。 

(一) 指定障害児支援利用援助を行った場合 ２００単位／月 

(二) 指定継続障害児支援利用援助を行った場合 ３００単位／月 
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（２）障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を                       

訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該

障害児に係る必要な情報を提供した場合。（１月に３回を限度とし、同一の病院等

については１月に１回を限度とする。障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利

用援助費を算定する場合に限る。）３００単位／月 

（３）福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対し

て、障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合。

（障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を算定する場合に限る。） 

１５０単位／月 

 

１０．集中支援加算 

 （１）障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の

求めに応じ、月に２回以上、障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問

し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該障害児及びその家族に面接する場合

（月に１回以上の居宅の訪問による面接を行う場合に限り、障害児支援利用援助費

又は継続障害児支援利用援助費を算定する月を除く。）３００単位／月 

 （２）サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握した障害児

支援利用計画の実施状況について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な

見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他適宜の供与について検討

を行う場合（障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を算定する月を

除く。）３００単位／月 

 （３）福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該福祉サービス等提供機関が開催する

会議に参加し、障害児の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡

調整を行った場合（障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費、入院時

情報連携加算（Ⅰ）又は退院・退所加算を算定する月を除く。）３００単位／月 

 （４）障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を

訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該

障害児に係る必要な情報を提供した場合、（１月に３回を限度とし、同一の病院等に

ついては１月に１回を限度とする。障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用

援助費を算定する月を除く。）３００単位／月 

 （５）福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して

障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合（障害

児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を算定する月を除く。） 

１５０単位／月 

 

１１．サービス担当者会議実施加算 １００単位／月 

  継続障害児支援利用援助の実施時において、障害児の居宅等を訪問し障害児等に面接

することに加えて、障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集し
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てサービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握した障害児支援

利用計画の実施状況(障害児相談支援対象保護者についての継続的な評価を含む。)につ

いて説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支

援利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に加算することが

できます。 

 

１２．サービス提供時モニタリング加算 １００単位／月 

  継続障害児支援利用援助の実施時又はそれ以外の機会において、障害児支援利用計画

に位置付けた障害児通所支援を提供する事業所又は当該障害児通所支援の提供場所を訪

問し、支援の提供場面を直接確認することにより、支援の提供状況について詳細に把握

し、確認結果の記録を作成した場合に加算することができます。 

 

１３．行動障害支援体制加算  

 イ 行動障害支援体制加算（Ⅰ）６０単位／月 

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した相談支援専門員を事業所に配置

した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、強度行動障害を

有する児（児基準が２０点以上）に対して現に指定障害児相談支援を行っている場合に

加算することができます。 

※「現に支援を行っていること」とは、前６月に強度行動障害児に対して指定障害児相 

談支援を行っていること 

※一体的に実施する指定特定相談支援事業所において強度行動障害を有する者（障害支

援区分３かつ行動関連項目１０点以上）又は強度行動障害を有する児に対して指定

計画相談支援を行っている場合も含む 

ロ 行動障害支援体制加算（Ⅱ）３０単位／月 

  強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した相談支援専門員を事業所に配置

した上で、その旨を公表している場合に加算することができます。 

 

１４．要医療児者支援体制加算  

 イ 要医療児者支援体制加算（Ⅰ） ６０単位／月 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置

した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、医療的ケア児者

に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算することができます。 

※「現に支援を行っていること」とは、前６月に医療的ケア児に対して指定障害児相 

談支援を行っていること 

※一体的に実施する指定特定相談支援事業所において医療的ケアを必要とする者又は医

療的ケア児に対して指定計画相談支援を行っている場合も含む 

 ロ 要医療児者支援体制加算（Ⅱ） ３０単位／月 
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医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置

した上で、その旨を公表している場合に加算することができます。 

 

１５．精神障害者支援体制加算 

イ 精神障害者支援体制加算（Ⅰ） ６０単位／月 

地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する

研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表し、障害児が通

院する病院等若しくは障害児が利用する訪問看護事業所における保健師、看護師又は精

神保健福祉士と連携する体制が構築されており、かつ、当該相談支援専門員により、精

神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算するものです。 

ロ 精神障害者支援体制加算（Ⅱ） ３０単位／月 

地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する

研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に

加算することができます。 

 

１６．高次脳機能障害支援体制加算 

イ 高次脳機能障害支援体制加算（Ⅰ） ６０単位／月 

高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、

その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する利

用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算することができます。 

ロ 高次脳機能障害支援体制加算（Ⅱ） ３０単位／月 

高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、

その旨を公表している場合に加算することができます。 

 

１７．ピアサポート体制加算 １００単位／月 

  都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を

修了した者をそれぞれ常勤換算方法で０．５以上配置する事業所であって、当該者によ

りその他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年１回以上行われてい

る場合に算定することができます。 

 

１８．地域生活支援拠点等相談強化加算 ７００単位／回 

  障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障

害児の保護者からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者

に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整を行った場合に障

害児相談支援対象保護者 1人につき 1月に 4回を限度として加算することができます。 
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１９．地域生活支援拠点等機能強化加算 ５００単位／月 

 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）又は

（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援の全て

のサービス（以下「拠点機能強化サービス」と総称する。）を一体的に運営していること

又は拠点機能強化サービスに係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネットワーク

において相互に連携して運営していること、かつ、市町村により地域生活支援拠点等に

位置付けられた場合であって、相互の有機的な連携及び調整等の業務に従事する者（以

下「拠点コーディネーター」という。）が常勤で１以上配置されている事業所（拠点コー

ディネーターが当該事業所以外の拠点関係機関に配置されている場合を含む。以下「拠

点機能強化事業所」と総称する。）について加算することができる。 

 

２０．地域体制強化共同支援加算 ２，０００単位／回 

  支援が困難な障害児に対して、当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員又は相談

支援員と福祉サービスを提供する事業者の職員等が、会議により情報共有及び支援内容

を検討し、在宅での療育や又は地域において生活する上で必要となる説明等の必要な支

援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会に報告を行った場合に加算

することができます。 

 

２１．業務継続計画未策定減算 所定単位数の１％を減算 

 運営基準で求められる業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じていない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至

った月まで、当該事業所の利用者全員について基本報酬の所定単位数からを減算するも

のとする。 

※令和７年３月３１日までの間、減算は適用されません。 

 

２２．情報公表未報告減算 所定単位数の５％を減算 

 事業者がＷＡＭＮＥＴの障害福祉サービス等事業所情報検索システムを通じて報告を

行っていない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至

った月まで、当該事業所の利用者全員について基本報酬の所定単位数から減算するもの

とする。 

 

２３．虐待防止措置未実施減算 所定単位数の１％を減算 

 運営基準で求められる虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合（以下に

該当する場合）に基本報酬の所定単位数から減算するものとする。 

 ①虐待防止委員会を定期的に（1年に 1回以上）開催していない場合 

  ※法人単位での開催可。身体拘束適正化委員会と一体的に設置・運営すること可。テレビ電話装置等を活用しての実施可。  

 ②虐待の防止のための研修を定期的に（1年に 1回以上）実施していない場合 

 ③虐待防止措置（上記①②）を適切に実施するための担当者を配置していない場合 
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【加算の請求可能パターン】 

加算名                基本報酬 利用支援 継続支援 なし(加算のみ) 

特別地域加算 ○ ○ × 

遠隔地訪問加算 ○ ○ ○ 

利用者負担上限額管理加算 ○ ○ × 

初回加算 ○ × × 

主任相談支援専門員配置加算 〇 〇 × 

入院時情報連携加算 ○ ○ ○ 

退院・退所加算 ○ × × 

保育・教育等移行

支援加算 

(1)情報提供 〇 〇 〇 

(2)面接 × × 〇 

(3)会議参加 × × 〇 

医療・保育・教育

機関等連携加算 

(1)面談、会議 ○ ○ × 

(2)病院に情報提供 ○ ○ × 

(3)福祉サービス等提供機関に

情報提供 
○ ○ × 

集中支援加算 

(1)面接 × × 〇 

(2)サービス担当者会議 × × 〇 

(3)福祉サービス等提供機関の

会議参加 
× × 〇 

(4)病院に情報提供 × × 〇 

(5) 福祉サービス等提供機関に

情報提供 
× × 〇 

サービス担当者会議実施加算 × ○ × 

サービス提供時モニタリング加算 ○ ○ ○ 

行動障害支援体制加算 ○ ○ × 

要医療児者支援体制加算 ○ ○ × 

精神障害者支援体制加算 ○ ○ × 

高次脳機能障害支援体制加算 ○ ○ × 

ピアサポート体制加算 〇 〇 × 

地域生活支援拠点等相談強化加算 ○ ○ ○ 

地域生活支援拠点等機能強化加算 〇 〇 × 

地域体制強化共同支援加算 ○ ○ ○ 
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※注意点 

①退院・退所加算と初回加算はどちらかを選択することとし、併給不可 

②医療・保育・教育機関等連携加算は、初回加算又は退院・退所加算を算定し、かつ、退

院又は退所する施設の職員のみから情報を受けている場合は併給不可 

③集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算（Ⅰ）及び退院・退所加算は

いずれかの加算を選択する（併給不可） 

④サービス担当者会議実施加算は、医療・保育・教育機関等連携加算の福祉サービス等提

供機関の職員と面談又は会議を行い、障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を

受けた上で、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合は

併給不可 

⑤地域生活支援拠点等機能強化加算は、機能強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）又

は（Ⅱ）を算定する場合に限る
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本ガイドラインでは、以下の提出書類の記入例を掲載しておりますので、こちらを参考

にして書類の作成を行ってください。 

 

① 児童発達支援等通所給付費支給申請書（第１号様式） 

② 障害児相談支援給付費申請書（第１４号様式） 

③ 障害児相談支援依頼(変更)届出書（第１７号様式） 

④ 収入等申告書兼同意書（児童） 

⑤ 障害児支援利用計画案等受付票（市指定の書式） 

⑥ 障害児支援利用計画案 

⑦ モニタリング報告書（直近のもの） 

⑧ 週間ケア計画 

 

  

Ⅳ 提出書類の記入例 
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児童発達支援等通所給付費支給申請書兼 
利用者負担額減額・免除等申請書 

 
船橋市長  あて 

 
次のとおり申請します。 
                          申請年月日 令和  年  月  日 

申 

請 

者 

フリガナ フナバシ タロウ 

生年

月日 
昭和・平成 55年 1月 1 日 

氏  名               

船橋 太郎 
                           

 

居 住 地 
〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25                

電話番号  

フリガナ フナバシ ジロウ 生年

月日 
平成・令和 20 年 12 月 2日 

 

支給申請に係る 

児 童 氏 名 

船橋 次郎 

   
                           

 

続  

柄 

子 

身体障害者 
手帳番号 

 
療育手帳 
番  号 

 
精神障害者保健

福 祉 手 帳 番 号  

被保険者証の記号及び番号(※)  保険者名及び番号(※)  

※「被保険者証の記号及び番号」欄及び「保険者名及び保険者番号」欄は、肢体不自由児通所医療を申請する場合記入し、

コピーを添付すること。 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況 

障 害 福 祉 

関係サービス 

利用中のサービスの種類と内容、事業所等 

短期入所 □□園 

日中一時支援 ▲▲▲ 

放課後等デイサービス ××教室 

相談支援  〇〇事業所 

 

申
請
す
る
支
援 

支援の種類 
申請に係る具体的内容 

（利用施設名称） 

□児童発達支援 
放課後等デイサービス △△△△ 

相談支援      〇〇事業所 

☑放課後等デイサービス 

□居宅訪問型児童発達支援 

□保育所等訪問支援 

 
障害児支援利用計画又は通所支援計画を作成するために必要があるときは、通所支援の利用に関する意向

聴取の内容及び医師意見書の全部又は一部を、船橋市から指定障害児相談支援事業者、通所支援事業者若し
くは障害児入所施設の関係人に提示することに同意します。 

 
 
 

       船橋  太郎 
 
 

 

申請者及び児童の個人番号を記載した上で

窓口にお持ちください。 

申請者氏名 

裏面へ 

①  

第 1 号様式 

※両面印刷 

申請者欄には、世帯主(保護者)の方の氏名を、 

児童欄には、利用者の氏名をご記入ください。 

各種手帳をお持ちの場合のみご記入ください。 

同意事項をお読みいただき、保護者が署名してください。 

個人番号 

（第１号様式） 

個人番号 

① ご利用になるサービスを選びチェックを入れてください。 

② 右側の欄に申請後に通うことが決まっている利用施設名をす

べてご記入ください。 

※１利用事業所の名称は省略せずご記入ください。 

※２相談支援事業所を利用する場合もご記入ください。 

※３未記入の場合、確認の連絡をさせていただく場合があります。 

現在、ご利用中の児童福祉サービス(療育支援課の

サービス)及び障害福祉サービス(障害福祉課のサ

ービス)の種類・事業所名をご記入ください。 
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いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請すること。 
 

 
 

申請書提出者 □申請者本人  ☑申請者本人以外（下の欄に記入） 

氏    名 
  船橋 花子                 

申請者との関係 妻 

住    所 
〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25                   

電話番号 047-436-2342 
 
 
 

主
治
医
（
※
） 

主治医の氏名  医療機関名  

所 在 地 

〒 

 

電話番号 

※主治医の欄は、かかりつけの医師がいる場合に記載すること。 

 

申 

請 

す 

る 

減 

免 

の 

種 

類 
 

☑ Ⅰ 負担上限月額に関する認定 

下記の区分の適用を申請します。 

    （あてはまるものに○をつける。いずれにも当てはまらない場合は空欄とすること。） 

１．生活保護受給世帯 

２．市町村民税非課税世帯に属する者 

○3 ．市町村民税課税世帯（所得割 28万円未満）に属する者 

 

□ Ⅱ 多子軽減措置に関する認定 

下記の区分の適用を申請します。 

    （あてはまるものに○をつける。） 

１．第２子に該当する者 

２．第３子以降に該当する者 

※ 在園証明等が必要となります。 

□ Ⅲ  生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置、補足給付の特例措置）に関する認定 

生活保護への移行予防措置（□定率負担減免措置 □補足給付の特例措置）を申請します。 

    ※ 福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。 

 

発達に関するかかりつけの医師がいる場合のみご記入ください。 

※風邪などの一般的な疾病でのかかりつけ医師は除きます。 

あてはまる場合にチェックをつけてください。 

申請者ご本人が記入の場合には「申請者本人」にチェックをつ

けていただき下記の記入は不要です。 
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第14号様式 

障害児相談支援給付費支給申請書 

 船橋市長 あて 

 障害児相談支援給付費の支給について、次のとおり申請します。 

申請年月日  年  月  日          

 
 

申 

請 

者 フリガナ フナバシ タロウ  

 

生年月日 

 

 

昭和・平成 55 年 1 月 1 日 

 船橋 太郎 

個人番号         
 

        
 

        
 

居住地 
船橋市湊町 2-10-25 電話番号 047-436-2342            

  フリガナ フナバシ ジロウ 続柄 子 

 

申請に係る 

児童氏名 

船橋 次郎 

個人番号 
              

 

 

生年月日 

 

平成・令和 20 年 12 月2 日 

 

申請書提出者 □申請者本人  ☑申請者本人以外(下の欄に記入) 

フリガナ  フナバシ ハナコ  

申請者との関係 

 妻 

氏名 船橋 花子 

住所 
船橋市湊町2-10-25 

 

電話番号 047-436-2342 

第17号様式 

障害児相談支援依頼（変更）届出書 

船橋市長 あて 

通所サービスの利用に係る障害児支援利用計画作成を事業所に依頼し、又は事業所を変更するので、次のとおり届け出ます。                          

届出年月日  年  月  日 

申 

請 

者 

フリガナ フナバシ タロウ  

生年月日 

 

昭和・平成 55 年 1月 1 日  
船橋 太郎 

 船橋市湊町2-10-25 

フリガナ フナバシ ジロウ  

 

 

 
申請に係る児童氏名  船橋 次郎 

続柄 子 

 

障害児相談支援を依頼した指定障害児相談支援事業所名 

フリガナ ソウダンシエンジギョウショ ○○ 

事業所名 相談支援事業所 ○○ 

住所 
船橋市本町〇-△-◇ 

電話番号 047-○○○-○○○○ 

 

指定障害児相談支援事業所を変更する理由（変更の場合に記載） 

 

変更年月日  

生年月日 平成・令和 20 年 2 月 2 日 

電話番号 047-436-2342 

氏名 

居住地 

第 14 号様式 

第 17 号様式 

②  ③  

氏名 

申請者欄には世帯主(保護者)の方の氏名をご記入ください。 

申請者及び児童の個人番号を記載した上で窓口にお持ちください。 

申請者欄には世帯主(保護者)の方の氏名をご記入ください。 

変更がなくても必ず上下両

方の様式にご記入ください。 
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   収入等申告書 （児童）        

    （収入等申告書兼同意書） 
船橋市長あて                                              ※太枠内は全て記入してください。 

次のとおり申告します 記入年月日 令和    年    月    日 

フリガナ  
申請者 

生年月日 

昭和 

平成    年    月    日 申請者氏名  

フリガナ  
児童 

生年月日 

平成 

令和    年    月    日 児童氏名  

 

１ 同意欄 ※保護者の方の署名・捺印をお願いします。 

・障害児通所支援の利用及び利用者負担上限月額の減額・免除等の申請にあたり、今後、認定事務に必要な私の世帯

の住民票、税額、健康保険加入・納付状況、収入等及び児童の在籍学級その他の支給要件に関する調査をすることに

ついて同意します。 

※世帯員とは、申請保護者が属する住民票の世帯員全員を指します。保護者が単身赴任等で遠隔地に住民票を有する場

合も対象となります。また、離婚調停中、内縁関係等により生計が同一としている方も対象とする場合がございます。 

※支給要件に関することとは、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付及び申請状況、特別児童

扶養手当の支給状況並びに児童の在籍校、在籍学級及び通級指導教室の確認を指します。 

 

・障害児支援利用計画又は個別支援計画の作成その他障害児通所支援を利用するために必要があるときは、概況調査

及び勘案事項聴取の内容、支援利用意向聴取の内容、医師意見書、障害児支援利用計画案（セルフプラン含む）、事業

者との契約状況及び障害児通所給付費等の支給決定状況の全部又は一部を、船橋市から指定障害児相談支援事業

者、障害児通所支援事業者、若しくは保育園・幼稚園・認定こども園・学校・放課後ルームの関係人に提示することに同

意します。 

 

保護者氏名                              ○印  

        申請者自筆の場合には、押印の必要はありません。 

             

2 生活保護受給状況 

生活保護を受給していますか □受給していない 

□受給している 

（船橋市以外で受給している方は受給している自治体を 

ご記入ください） （○県○○市○○区） 

自治体名： 

 

 

3 住所地 

令和○年１月１日現在船橋市

に住民票がありますか 
□ある 

□ない 

令和○年 1 月 1 日時点の住所をご記入ください（○県○市）  

 

 

 

4 世帯員の受給状況の確認 

申請児童の他に 

通所受給者証を持っている 

兄弟がいますか 

☐いない ☐いる（児童氏名：                        ） 

 

5 医療的ケアについて（人工呼吸器、気管切開、吸引、酸素療法、経管栄養、導尿、排便管理等） 

申請児童に医療的ケアの 

必要がありますか 
☐ない 

☐ある 

（医療的ケア名をご記入ください） 

 

 

④ 

同意書 

申請者情報・児童情報をご記入ください。 

左側の質問に対し、どちらかに必ずチェックをしてください。 

次へ 

次へ 

     

次へ 

      

次へ 

必ず提出 
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障害児支援利用計画案等受付票 
【利用者情報等】 

受給者証番号 122040▲▲▲▲ 利用者氏名 船橋 次郎 

利用開始日 令和○年 5 月 1 日 モニタリング期間 令和○年(6 月・12 月) 

【申請区分】詳細については、ガイドライン P.3 参照 

□ ①新規(1)     □ ②新規(2)    □ ③追加    □ ④変更    □ ⑤継続    

□ ⑥障害児相談支援事業所の変更     □ ⑦モニタリング期間の変更 

【提出書類】白いマスが提出書類。用意ができたら☑をつける。 

 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  

通所受給者証        

児童発達支援等通所給付費支給申請書（第１号様式）        

障害児通所給付費等支給等決定変更申請書（第６号様式）        

収入等申告書兼同意書(児童)        

障害児相談支援給付費申請書（第１４号様式）        

障害児相談支援依頼（変更）届出書（第１７号様式）        

障害児支援利用計画案等受付票（市指定の書式）        

障害児支援利用計画案(1).(2)/週間ケア計画        

モニタリング報告書（直近のもの）        

 

【事業所情報】 

事業所番号（１０ケタ） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

指定障害児相談支援事業者 

情報 

 

事業所名：相談支援事業所〇〇〇 

事業所住所：船橋市本町 9-9-9 

ＴＥＬ：047-999-9999 

担当者氏名 本町 花子 

兼務状況 

利用者（予定者）のサービス提供（予定）事業所の職員と 

☑ 兼務していない 

□ 兼務している（事業所名：                     ） 

※兼務している場合、原則としてモニタリングを行えません 

 

 

受付処理 確認 

収受印 □ 障害児相談支援給付費申請書（第１４号様式） □ 不備あり □ 不備なし 

□ 障害児相談支援依頼(変更)届出書（第１７号様式） □ 不備あり □ 不備なし 

 

 

 

↓担当使用欄↓ 
「担当課使用欄」より上の項目をすべてご記入ください。 

⑤ 
障害児支援利用

計画案等受付票 

⑥ 
障害児支援利用計画案 

以下、療育支援課記入欄のため省略 
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（番号　　　　　　　） 別紙様式

〇

利用者名： 性別： 生年月日： 年 月 日 歳 住所：

印
　

年 月 日 年 月 日

平成 年 月 日 ＮＯ． 上限額： 円

令和 令和

3 5 6

船橋市2-10-35

無

指定障害児相談支援事業者等名・所在地及び計画作成者：

平成
令和男 220 11

障害児支援利用計画変更日：

受給者証の有無、有効期間及び番号：

小児3

2

有

障害児支援利用計画書(1)

初回 継続 未申請 決定済

元

相談支援事業所　○○○　船橋市本町9-9-9
相談支援専門員　本町　花子

船橋　次郎

1非該当 小児1 重心

長期目標

障害程度区分

利用者および家族の希望

小児2

・集団生活を通じて、人間関係を築いていく。
・社会性が持てるようにする。
・自分の役割を見つけ行動できるようにする。

4

・新しい環境に慣れ、安定・安心した日常生活を送る。
・施設や集団のルールに慣れる。
・1つのことに集中できるようになる。

・毎日学校に通い、友達と充実した日々を送ってほしい。
・事業所での友達や職員と積極的にかかわることで、社会性の確立や家族以外の人とのコミュニケーションを行えるよ
うにしてほしい。

利用者の成長発達を促し、自立した生活を送ることができるよう支援する。
また、家族の負担軽減にもつながるよう、家族や関係機関などと連携して支援を行う。

2

初回障害児支援利用計画作成日：

相談支援専門員の支援方針

5 1

短期目標

本
町

 

 

  

   

 

  

本人及び事業所の情報をご記入ください。 

作成者印をご捺印ください。 

 
令和 

1 

初回・継続のどちらかに〇をつけてください。 

変更の適用年月日をご

記入ください。 

新規と更新の場合は記入しない。 

変更の場合のみ記入する。 

支援の内容に関して、利用者及び家族の希望を詳細にご記入ください。 

支援の内容に関して、相談支援専門員の支援方針を詳細にご記入ください。 

支援の内容に関して、長期目標と短期目標

を詳細にご記入ください。 

(案) 
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（番号：　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障害児支援利用計画書(2)(案) 別紙様式

回数

令和 ○ 年 12 月 31 　日まで

日　付 ○ 年 5 月 1 日※この計画案について、特に変更を求められず、
支給決定がなされた場合は、改めてご利用者に署名を求めず、
この書類の内容が「サービス等利用計画」となります。

令和

署　名
□本人

船橋　太郎■代理人

モニタリング期間（令和○年６月・１２月）

障害児支援利用計画（モニタリング）の有効期限 サービス費合計 120,000 自己負担額 12,000

備　　　　　　　　　　考 本人または代理人の同意

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 40,000 4,000

▲▲

8,000
○○

家族以外の人とのコミュニケー
ションを行い、人間関係を築いて
ほしい。

一人遊びが中心にならないよう、その都
度声掛け等を行い、集団生活を通じて、
人間関係を築けるように支援を行う。

放課後等デイサービス

放課後等
デイサービス

週1日 1,000

放課後等デイサービス

放課後等
デイサービス

週2日 1,000 8 80,000

費　　　用　（円/月）

サービス内容
サービス種別
（事業者等）

頻度
サービス費用（全額）

自己負担

単位 合計

希望支給量　○日/月

ニ

ー

ズ

の

優

先

順

位

生活全般の解決すべき
課　題　（ニーズ）

援　助　目　標
（目標を達成すべき時期を明記する
必要のあるものは時期を記入）

援助内容（提供期間を明記する必要のあるものは「頻度」欄に記入）

学校以外の場所で、楽しく安心し
て過ごしたい。

新しい環境に早く馴染み、落ち着いて過
ごせるように支援を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・モニタリング期間を記入してくだ

さい。(モニタリング期間が毎月の

場合は、毎月行う理由を明記して

ください。) 

・その他の留意事項があればご記入

ください。 

署名は直筆でご記入ください。 

(電子署名可) 

サービス費の 1 割の金額を記入。 

長期休暇等の利用量が通常時と異なる

場合は備考欄にご記入ください。 

生活全般の解決すべき課題…利用者の要望を踏まえ、現在の課題をご記入ください。 

援助目標…サービスを行うことによって利用者が達成できるであろう目標をご記入ください。 

サービス内容…実際に行うサービスの内容・詳細な時間帯等をご記入ください。 

サービス種別…利用サービス名及び利用事業所名をご記入ください。 

頻度…週何日利用する計画かをご記入ください。 

サービス費用…各項目をご記入ください。サービス費用を概算で算定した場合は「※サービス費用

は概算額」とご記入ください。 

モニタリング最終月に合わせます。 

障害児支援利用計画案 

・相談支援の支給決定後、利用計画書

（案）から変更がない場合でも、同内

容の本計画書を作成し、署名をもらっ

た後に市へ提出してください。 

・本計画書を作成しない場合は、必ず

（案）の備考欄に表記のとおり記載し

てください。 
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利用者名： 船橋　次郎 区分 相談支援事業所名 相談支援事業所〇〇〇 担当者 本町　花子 印

受給者証番号 障害児支援利用計画作成日 令和 元 年 5 月 1 日

モニタリング実施日　 令和 元 年 6 月 1 日

達成度

〇

△

＊達成度は◎、○、△、×で記入する。

令和 元 年 6 月 1 日

船橋　太郎

有　　無

ニーズ 本人・家族の感想・満足度 計画変更の必要性今後の課題・留意事項

学校以外の場所で、楽しく安心して過ごしたい。
屋内外にとらわれず、活動内
容を充実させながら、本人が
楽しめるように支援していく。

積極的に活動に参加すること
ができ、本人も楽しく取り組め

ている。
有　　無

有　　無

周りの友達との関りが持ちや
すい場面の提供と関り方のサ

ポートを継続していく。
有　　無

有　　無

家族以外の人とのコミュニケーションを行い、人
間関係を築いてほしい。

色々な活動の中で、周りの友
達との関りが持ちやすい場面
を作りながら支援している。

少しずつではあるが、1人で
遊ぶのではなく周りの友達と
関り方のサポートを継続して

いく。

有　　無

モ　ニ　タ　リ　ン　グ　報  告  書

サービス提供状況

利用者同意署名欄

本
町

 

 

 

 

 

 

⑦ 
モニタリング報告書 

〇 

〇 

達成度が×であれば、サービス内容を

見直す必要があります。その際は、今

後の課題・留意事項にサービス変更

の必要がある旨や、今後どのように

目標を達成していくかをご記入くだ

さい。 

署名は直筆でご記入ください。 

（電子署名可） 

10 

〇 
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8 14 17

8 14

8 14 17

8 14

8 14 17

・相談支援事業所○○○(担当　本町)　℡047-○○○-○○○○

作成者氏名・所属：相談支援事業所○○○　本町花子

受付　№１　氏名　船橋　次郎 令和元年5月1日作成

月

火

水

木

金

土

日

摘要

週　間　ケ　ア　計　画

摘要夜　間午　後午　前早　朝

・放課後等デイサービス○○　℡047-○○○-○○○○
・放課後等デイサービス▲▲　℡047-○○○-○○○○

・児童発達相談センター船橋園(保育所等訪問支援)(担当：田中相談員)　℡047-○○○-○○○○

・○○小学校特別支援学級(担任：山田先生、コーディネーター：佐藤先生)　℡047-○○○-○○○○

○○小学校特別支援学級
放課後等デイ

サービス○○

○○小学校特別支援学級

○○小学校特別支援学級

○○小学校特別支援学級

○○小学校特別支援学級

放課後等デイ

サービス○○

放課後等デイ

サービス▲▲

※学校～放デイ

〇〇～自宅の移

動には、同教室

の送迎サービス

が利用できます。

※不定期に、登

校時間中に保育

所等訪問支援が

実施されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 
週間ケア計画 

以下の点にご留意いただきご記入ください。 

・学校名及び在籍クラス(普通級、支援級、通級) 

・曜日ごとのケア計画 

・摘要欄は補足等があれば記入 

・支援開始・終了時間 

・長期休暇時の利用日数等 

作成者の氏名をご記入ください。 

〇 〇 
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【１．障害児支援利用計画について】 

 Ｑ Ａ 

１－１ 障害児支援利用計画案及び障害児支援利

用計画は、必ず署名が必要なのか。 

作成の確認のため、必ず署名をもらってくだ

さい。（代理人可） 

１－2 障害児支援利用計画案と障害児支援利用

計画が同様の内容となる場合、利用計画は

提出の必要があるか。障害児支援利用計画

（本計画）の提出について 

障害児支援利用計画(本計画）については、基

本的には提出が必要ですが、障害児支援利用計

画案と同様の内容であれば、計画書（案）の備

考欄に、≪この計画案について、特に変更を求

められず、支給決定がなされた場合は、改めて

ご利用者に署名を求めず、この書類の内容が

「サービス等利用計画」となります。≫と記述

することで、当案を本計画とみなし、市への提

出は不要となります。 

１－3 モニタリングの結果、受給者証の記載項

目に変更がある場合、軽微な変更内容でも

障害児支援利用計画を作成して、市に提出

する必要があるか。 

支給決定に係る変更の場合は、障害児支援利

用計画案等が必要となります。（詳細はＰ．１参

照） 

１－4 障害児支援利用計画の「変更」の判断基

準を教えてほしい（サービス提供事業所が

変更の場合も必要なのか） 

モニタリング期間の変更、サービス種別の変

更、時間数の変更等については、変更した計画

案を提出していただきます。サービス提供事業

所のみ変更の場合は、特に提出の必要はありま

せん。 

１－5 障害児支援利用計画案の「受給者証の有

効期限」の記載について教えてほしい 

新規、更新の場合は未記入とし、変更申請の

み記入していただきます。 

１－6 障害児支援利用計画はサービス提供事業

所に共有する必要はありますか。 

  

障害児支援利用計画を新規作成した時や変更

した時には必ず共有してください。 

（児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準第１５条第２

項第１２号） 

 

【２．モニタリングについて】 

 Ｑ Ａ 

２－１ モニタリング月は療育支援課へ「モニタリ

ング報告書」を提出するのか。 

市から提出を求められた場合は提出してくださ

い。 

Ⅴ Ｑ＆Ａ 
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２－２ モニタリングは必ず居宅で行わなければな

らないのか。 

モニタリングは居宅で行います。 

本人だけでなく、本人の周辺環境(居住環境、家

族状況など)も含めてモニタリングを行うため、原

則本人の居宅で行います。 

２－３ 上限額管理を行っていた利用者の状況が改

善されたため、モニタリングの標準期間を毎

月から３か月毎に変更をした。その際の上限

額管理の事務はどうするべきか。 

相談支援事業者が上限額管理を行うのは、モニタ

リングの標準期間が毎月の対象者になります。 

標準期間が変更になり、モニタリングが毎月から

3 か月毎に変更になったのであれば、他のサービス

事業者に事務引き継ぎを依頼するなどの対応をお願

いします。 

２－４ 情緒不安定な利用者から毎晩のように電話

相談を受けるが、そうした相談対応もモニタ

リングの対象事務として請求してもよいか。 

モニタリングは、障害児支援利用計画の実施把握

を行い、必要に応じて事業所との連携等を行うもの

です。そのため、本ケースに関しては継続障害児支

援利用援助で請求することはできません。 

今後、必要に応じてモニタリングの回数を増やす

などの検討を行う場合は、市に相談をしてくださ

い。（平成 25 年 2 月 22 日 厚生労働省 相談支援

に係る Q&A 問 22 参照） 

２－５ 契約者が入院した場合はどのような対応と

なるのか。 

 入院等でモニタリングが不可能な場合は、実施で

きない旨の理由を記録に残してください。（記録が

あれば、特に市への報告義務はありません） 

 

【３．請求について】 

 Ｑ Ａ 

３－１ モニタリング月に訪問の予約をしていた

が、利用者の体調不良や都合で翌月になって

しまったため報酬算定できなかった。この場

合は、翌月の算定は可能か。 

正当な理由があれば、翌月の請求も可能です。 

ただし、モニタリングについては、適正に実施さ

れているかについて適宜確認を行うこともありま

す。なお、モニタリング月の前月に前倒してのモニ

タリングの実施及び報酬算定は認められていません

が、正当な理由により急遽モニタリングが必要であ

る場合にはそのモニタリングを実施した月において

報酬算定していただいてかまいません。 

３－２ ３月が支給決定期間の最終月で４月から新

たな支給決定期間が始まる場合の支給決定更

新時、例えば３月にモニタリングを実施し

て、４月に支給決定と同時に障害児支援利用

計画を作成した場合、３月分に継続障害児支

支給決定の更新における支給決定期間最終月のモ

ニタリングは、必ず次期間の障害児支援利用計画の

作成を伴うため、障害児支援利用援助費で作成月に

請求を行うこととなっています。 

お示しされたケースは、支給決定月に合わせて、

モニタリングと障害児支援利用計画の作成が異なっ
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援利用援助費を、４月分に障害児支援利用援

助費を請求する流れでよいか。 

た月となったのであれば、３月分の障害児支援利用

援助費の請求のみ可能です。 

３－３ 障害児支援利用計画の変更が発生して、障

害児支援利用援助費で請求してよいケースは

どういったケースか。 

 サービスの追加や支給量の変更などの受給者証の

内容の変更が伴うものから、受給者証の変更が生じ

ない変更についても、基本的に障害児支援利用計画

の変更があった場合には障害児支援利用援助費の請

求が行えます。個別のケースについて、請求が可能

かどうか不明なものがあれば審査担当までお問い合

わせください。 

３－４ モニタリング月以外にサービスの追加・変

更があった場合は、どのような請求方法とな

るのか。 

 障害児支援利用計画案を提出し、変更・更新の支

給決定があった月に請求ができます。 

３－５ 契約変更前の事業所から引き継いだ場合の

請求方法はどのようにしたらいいでしょう

か。 

 契約変更後の事業所が改めてアセスメントを行

い、計画の作成を行った場合には、サービス利用支

援費を算定することが出来ます。また、その場合、

契約変更後の事業所は初回加算についても算定する

ことが出来ます。なお、同一の月に継続サービス利

用支援を行った後、サービス利用支援を行った場合

は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービ 

ス利用支援費のみを算定することとされているた

め、変更前の事業所は同一の月に継続サービス利用

支援を行っていても、継続サービス利用支援費の算

定はできません。 

【４．その他】 

 Ｑ Ａ 

４－１ サービス担当者会議は必ず実施しなければ

ならないか。個別の電話対応でも構わない

か。 

担当者の顔合わせや問題意識の共有等のために

も、サービス担当者会議は実施する必要がありま

す。 

しかし、担当者が遠方の事業者であったりするな

ど、何らかの理由で担当者会議が開催できない場合

に限り、個別の担当者に電話連絡による説明及び口

頭の同意の対応も認められます。 

また、会議録や説明した内容は、すべての担当者

に書面で送付し情報共有を行ってください。 

４－２ 相談支援専門員以外の補助員が、障害児支

援利用計画書の作成、モニタリングやアセス

メントを行うことはできるか。 

できません。 

相談支援専門員以外が行える事務は、書類作成の

補助や、利用者の押印をもらう事務的業務、アセス

メントの日程調整などの事務となります。 
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４－３ 障害児相談支援給付費の支給を受けた際に

は、利用者にその額及び内容を通知する必要

があるか。 

書面での通知が必要です。本来、障害児相談支援

給付費は、利用者様に支払われる金額を事業者に法

定で代理受領している流れとなるため、利用者に額

やサービス内容の通知が必要となります。 

４－４ 障害児相談支援の更新月が翌々月であり、

モニタリング月以外の月に相談を受けて追加

のサービスが必要となった事例について、サ

ービス利用の兼ね合いから支給決定を受ける

のが翌月（最終のモニタリング月）となる場

合どのような請求方法となるのか。 

例えば、内容が変わらない計画を２か月続

けて障害児支援利用援助費として請求しても

よいのか。 

可能です。 

サービスの追加の有無に関わらず、障害児相談支

援の支給決定最終月のモニタリングの提出は必要で

すので、サービスの追加によって内容の変わらない

計画を２か月続けてご提出いただいた場合も、障害

児支援利用援助費として請求となります。 

４－５ サービスの有効期限内に利用者負担上限月

額が変更になる場合、いつから利用者負担上

限月額が変更されるのか。 

原則として変更申請を提出した翌月１日から適用

されます。 
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〒２７３－８５０１ 千葉県船橋市湊町２－１０－２５ 船橋市役所 

  

 

○障害児の書類提出・支給決定に関すること管理給付係 TEL:047-436-2342 

○障害児の請求に関すること       整備計画係 TEL:047-436-2121 
 

FAX: 047-436-2549 

E-Mail: ryoiku@city.funabashi.lg.jp 

 

 

 

○障害者の書類提出に関すること 相談支援係 TEL:047-436-2343 

○障害者の支給決定に関すること 認定審査係 TEL:047-436-2346 

○障害者の請求に関すること     計画係 TEL:047-436-2307 
 

FAX: 047-433-5566 

E-Mail: shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp 

 

 

問合せ先 
  

ふらっと船橋  基幹相談支援センター／ＦＡＳ－ｎｅｔ事務局 

 

〒２７３－００２１  船橋市海神１－３１－３１ ジュネス海神１０１ 

 

TEL: 047-495-6777   FAX: 047-495-6777 

E-Mail: flat-funabashi@key.ocn.ne.jp 

 
 

障害福祉課 

ＦＡＳ－ｎｅｔ（船橋障害者相談支援事業所連絡協議会） 

療育支援課 


